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(57)【要約】
【課題】簡素な構成で容易に回路基板を表示パネルに略
平行に取り付けることのできる構造を有する薄型表示装
置を提供する。
【解決手段】各第１、第２支持部４１，４２が電子回路
基板５の表裏面をスライド可能に挟持することで表示パ
ネル２と略平行に電子回路基板５を支持するとともに、
バックカバー６に設けられた係止部材６１が、各第１、
第２支持部４１，４２に支持された電子回路基板５の周
縁５ｂに係止することで電子回路基板５の挿入時と逆方
向へのスライドを阻止し、電子回路基板５を筐体１ａ内
のシャーシ板４上に固定配置することができる。したが
って、従来のようなガイドレール等を配設せずとも、し
かも、ねじ等を用いずに電子回路基板５を筐体１ａ内に
表示パネル２に略平行に固定配置することができ、簡素
な構成で容易に電子回路基板５のシャーシ板４への取り
付け、取り外しを行なうことができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の一面側に配設された表示パネルと、筐体の他面側を閉塞して配設されたバックカ
バーと、電子部品が実装され、前記表示パネルと前記バックカバーとの間に配設される回
路基板と、前記回路基板の表裏面をスライド可能に挟持して前記表示パネルと略平行に前
記回路基板を支持する基板支持手段と、前記バックカバーに設けられ、前記基板支持手段
に支持された前記回路基板の周縁に係止して前記回路基板のスライドを阻止する係止手段
とを備えていることを特徴とする薄型表示装置。
【請求項２】
　前記係止手段は、前記バックカバーに一体形成されていることを特徴とする請求項１に
記載の薄型表示装置。
【請求項３】
　前記基板支持手段は、前記回路基板を所定の位置に位置決めする位置決め部をさらに有
することを特徴とする請求項１または２に記載の薄型表示装置。
【請求項４】
　前記表示パネルと前記回路基板との間に配設されたシャーシ板をさらに備え、前記基板
支持手段は、前記シャーシ板に形成され前記回路基板の表面に接触する第１支持部と、前
記シャーシ板に形成され前記回路基板の裏面に接触する第２支持部とを備え、前記第１支
持部および前記第２支持部とにより前記回路基板を挟持することを特徴とする請求項１な
いし３のいずれかに記載の薄型表示装置。
【請求項５】
　前記第１支持部および前記第２支持部の少なくとも一方が、前記回路基板に向けて付勢
されていることを特徴とする請求項４に記載の薄型表示装置。
【請求項６】
　前記第１支持部または第２支持部は係合部を有し、前記回路基板は前記係合部と係脱合
可能な被係合部を有し、前記基板支持手段は、前記係合部および前記被係合部を係合して
前記回路基板を支持することを特徴とする請求項４または５に記載の薄型表示装置。
【請求項７】
　前記回路基板の裏面の前記第２支持部との接触部分には接地ランドが形成され、前記第
２支持部を介して接地されることを特徴とする請求項４ないし６のいずれかに記載の薄型
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、垂直方向に回路基板を取り付ける際に当該回路基板の取り付け、取り外し作
業を容易に行なうことのできる構造を有する薄型表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フロントキャビネットに形成されたレール支持部に装着されたガイドレールの案
内溝に回路基板を挿入することで、当該回路基板を筐体内部に取り付ける構造を備えた電
子装置が知られている。また、ガイドレールには回路基板を押圧する可撓片と、回路基板
の後端縁を係止する係止爪を有する弾性片とが形成されている。これにより、案内溝に挿
入された回路基板は可撓片に形成された突起部によって上方側から押圧されるとともに、
当接部と係止爪によって前後方向に保持される（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２０９７６４号公報（要約書、段落［００２６］－［００
３０］、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、上記した従来の電子装置では、回路基板を取り付けるためのガイドレールを
筐体に取り付けなければならず、作業工程が複雑になり、ガイドレールを必要とする分、
部品点数が多くなるという問題があった。また、ガイドレールによる保持であるため、薄
型表示装置のように、表示パネルに平行に回路基板を保持することはできないという問題
もあった。
【０００５】
　本発明は、簡素な構成で容易に回路基板を表示パネルに略平行に取り付けることのでき
る構造を有する薄型表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した目的を達成するために、本発明の薄型表示装置は、筐体の一面側に配設された
表示パネルと、筐体の他面側を閉塞して配設されたバックカバーと、電子部品が実装され
、前記表示パネルと前記バックカバーとの間に配設される回路基板と、前記回路基板の表
裏面をスライド可能に挟持して前記表示パネルと略平行に前記回路基板を支持する基板支
持手段と、前記バックカバーに設けられ、前記基板支持手段に支持された前記回路基板の
周縁に係止して前記回路基板のスライドを阻止する係止手段とを備えていることを特徴と
している（請求項１）。
【０００７】
　さらに、前記係止手段は、前記バックカバーに一体形成されていることを特徴としてい
る（請求項２）。
【０００８】
　つぎに、前記基板支持手段は、前記回路基板を所定の位置に位置決めする位置決め部を
さらに有することを特徴としている（請求項３）。
【０００９】
　また、前記表示パネルと前記回路基板との間に配設されたシャーシ板をさらに備え、前
記基板支持手段は、前記シャーシ板に形成され前記回路基板の表面に接触する第１支持部
と、前記シャーシ板に形成され前記回路基板の裏面に接触する第２支持部とを備え、前記
第１支持部および前記第２支持部とにより前記回路基板を挟持することを特徴としている
（請求項４）。
【００１０】
　また、前記第１支持部および前記第２支持部の少なくとも一方が、前記回路基板に向け
て付勢されていることを特徴としている（請求項５）。
【００１１】
　また、前記第１支持部または第２支持部は係合部を有し、前記回路基板は前記係合部と
係脱合可能な被係合部を有し、前記基板支持手段は、前記係合部および前記被係合部を係
合して前記回路基板を支持することを特徴としている（請求項６）。
【００１２】
　そして、前記回路基板の裏面の前記第２支持部との接触部分には接地ランドが形成され
、前記第２支持部を介して接地されることを特徴としている（請求項７）。
【発明の効果】
【００１３】
　まず、請求項１に係る薄型表示装置によれば、基板支持手段により、回路基板の表裏面
をスライド可能に挟持し、これにより表示パネルと略平行に前記回路基板を支持する。さ
らに、筐体の他面側を閉塞して配設されたバックカバーに設けられた係止手段により、前
記基板支持手段に支持された前記回路基板の周縁に係止して、前記回路基板のスライドを
阻止し、前記回路基板を筐体内に固定配置する。したがって、ガイドレール等を配設せず
とも回路基板を表示パネルに略平行な状態で筐体内に固定配置することができ、簡素な構
成で容易に回路基板の取り付け、取り外しを行なうことができる。
【００１４】
　また、請求項２に係る薄型表示装置によれば、係止手段がバックカバーに一体形成され
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ているため、部品点数を少なくすることができ、より簡素な構成で回路基板を取り付ける
ことができる。
【００１５】
　また、請求項３に係る薄型表示装置によれば、基板支持手段により回路基板を支持する
際に、位置決め部により回路基板を所定の位置に位置決めすることができるため、容易に
回路基板を配置位置に位置決めすることができる。
【００１６】
　また、請求項４に係る薄型表示装置によれば、シャーシ板に形成された第１支持部およ
び第２支持部とにより回路基板を挟持するため、簡素な構成で容易に回路基板を取り付け
ることができる。
【００１７】
　さらに、請求項５に係る薄型表示装置によれば、第１支持部および第２支持部の少なく
とも一方が回路基板に向けて付勢されているため、基板支持手段により回路基板を確実に
挟持して支持することができる。
【００１８】
　加えて、請求項６に係る薄型表示装置によれば、基板支持手段は、第１支持部または第
２支持部の係合部と、回路基板の被係合部との係合によって回路基板を支持しているため
、回路基板を容易に配置位置に位置決めすることができる。
【００１９】
　そして、請求項７に係る薄型表示装置によれば、回路基板の裏面の第２支持部との接触
部分には接地ランドが形成され、第２支持部を介して接地されているため、前記回路基板
を確実に接地することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　つぎに、本発明をより詳細に説明するため、その実施形態について、図１～図６にした
がって詳述する。尚、本実施形態では、本発明に係る薄型表示装置の具体的な製品として
、薄型で大型の表示パネルを備えた液晶ディスプレイ装置を例に挙げて以下の説明を続け
るが、本発明を限定するものではない。
【００２１】
　図１は液晶ディスプレイ装置の外観形状を示しており、（ａ）は液晶ディスプレイ装置
の外観形状を示す正面図であり、（ｂ）は液晶ディスプレイ装置の外観形状を示す斜視図
である。また、図２は図１の液晶ディスプレイ装置の内部に配設されたシャーシを示して
おり、（ａ）は平面図、（ｂ）はシャーシの表側を示す背面図、（ｃ）はシャーシの左側
面図である。また、図３はバックカバーを示しており、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図
、（ｃ）は右側面図であり、図４は筐体からバックカバーが取り外された図であって、背
面から見た斜視図である。また、図５はシャーシに電子回路基板が取り付けられた状態を
示す図であり、図４の一点鎖線で囲まれた部分の拡大図である。また、図６はシャーシに
回路基板が取り付けられた状態の切断平面図であって、表示パネルは図示省略している。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態の液晶ディスプレイ装置１は薄い筐体１ａと、この筐体
１ａの下部にスタンド部１ｂとを備えている。
【００２３】
　また、図１に示すように、筐体１ａの一面である前面側の開口部分に、液晶パネルから
なる表示パネル２が後方から嵌め込まれて配設され、筐体１ａの左右にはスピーカ３、３
が取り付けられている。
【００２４】
　前記筐体１ａ内の表示パネル２の背面側には、電子部品が実装された、映像、音声等の
入出力基板や処理回路基板、表示画面の駆動回路基板等の各種の電子回路基板５（いわゆ
るＳＵＳ基板も含む）等が取り付けられるシャーシ板４（図２参照）が配設されており、
表示パネル２は、周囲に設けた締結部材を介し、筐体１ａの内側にねじによって固定され
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ている。
【００２５】
　尚、シャーシ板４はねじにより筐体１ａまたは表示パネル２に取り付けられている。ま
た、図３に示すように、樹脂製のバックカバー６が筐体１ａの他面である裏面側を閉塞し
てねじ等で固定されて配設されており、前記電子回路基板５は表示パネル２とバックカバ
ー６との間のシャーシ板４上に、表示パネル２に略平行に支持されて配設されている。
【００２６】
　ところで、図２に示すように、シャーシ板４には、電子回路基板５の回路部品が実装さ
れている表面に、先端部前面が接触する略Ｌ字状の第１支持部４１が切り起こし加工によ
り複数形成されるとともに、電子回路基板５の配線パターンが形成されている裏面に先端
部後面が接触する第２支持部４２が、各第１支持部４１と対を成すように第１支持部４１
よりも短く切り起こし加工により複数形成されている。そして、電子回路基板５は各第１
支持部４１と各第２支持部４２との間に挟持された状態で表示パネルと略平行にスライド
可能に挟持されている。
【００２７】
　さらに、図２に示すように、電子回路基板５のスライド方向の終端に位置する一部の第
２支持部４２には、電子回路基板５を位置決めする位置決め部４３が一体的に形成されて
いる。したがって、図４に示すように、右方から一の電子回路基板５０１を第１および第
２支持部４１，４２に回路基板５０１の周縁が挟持されるように挿入してスライドさせる
ことで、電子回路基板５０１の周縁５ａが位置決め部４３と当接して、当該電子回路基板
５０１がシャーシ板４上の所定位置に位置決めされる。一方、左方から他の電子回路基板
５０２を第１および第２支持部４１，４２の間に回路基板５０２の周縁が挟持されるよう
に挿入することで、同様に当該電子回路基板５０２が所定位置に位置決めされる。なお、
位置決め部４３は、第２支持部４２とは別にシャーシ板４の絞り加工により形成されてい
てもよい。
【００２８】
　また、図２（ｂ）、（ｃ）に示すように、第１支持部４１の電子回路基板５に接触する
先端部前面には、凸部（本発明の「係合部」に相当）４４が形成され、電子回路基板５に
形成された透孔（本発明の「被係合部」に相当、図５（ａ）参照）５１と係脱自在に構成
されている。すなわち、凸部４４と透孔５１とを係合することで、第１および第２支持部
４１，４２（本発明の「基板支持手段」に相当）により電子回路基板５を支持することが
できる。なお、透孔５１に代えて凹部を形成してもよい。
【００２９】
　また、図３に示すように、バックカバー６には、第１および第２支持部４１，４２に挟
持された電子回路基板５の周縁５ｂに係止して電子回路基板５のスライドを阻止する係止
部材６１が一体形成されている（図６参照）。係止部材６１はバックカバー６に突設され
ており、その先端部分が切り欠かれて係止部６２が形成されている。図６に示すように、
電子回路基板５の周縁５ｂにこの係止部６２が係止することで、当該電子回路基板５のス
ライドを阻止して電子回路基板５を固定配置することができる。このように、係止部材６
１（係止部６２）が本発明の「係止手段」として機能している。なお、係止部材６１には
必ずしも係止部６２を形成する必要はなく、係止部材６１の先端部分が電子回路基板５の
周縁または端面に当接することにより、電子回路基板５のスライドを阻止するように構成
してもよい。
【００３０】
　また、電子回路基板５の裏面の少なくとも１つの第２支持部４２との接触部分には接地
ランド５２が形成されており、第２支持部４２を介して接地されている。
【００３１】
　次に、図４～図６を参照して、電子回路基板５をシャーシ板４に取り付ける手順につい
て説明する。図４に示すように、一の電子回路基板５０１を、右方から各第１、第２支持
部４１，４２間に挟持されるように挿入してスライドさせ、電子回路基板５０１の周縁５
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ａが位置決め部４３に当接するまで当該電子回路基板５０１がスライドされることにより
、電子回路基板５０１がシャーシ板４上の所定位置に支持される。このとき、図５に示す
ように、第１支持部の凸部４４が電子回路基板５０１に形成された透孔５１と係合し、電
子回路基板５０１は所定位置に位置決めされた状態で確実に支持される。
【００３２】
　また、凸部４４が透孔５１に係合する際の、凸部４４の押圧力により、接地ランド５２
が第２支持部４２と確実に接触して、電子回路基板５０１は確実に接地される。尚、図５
は図４の一点鎖線で囲まれた部分を示す拡大図であって、（ａ）は左側断面図、（ｂ）は
背面図、（ｃ）は左側面図である。
【００３３】
　また、他の電子回路基板５０２を、左方から各第１、第２支持部４１，４２間に挟持さ
れるように挿入してスライドさせ、電子回路基板５０２の周縁５ａが位置決め部４３に当
接するまで当該電子回路基板５０２がスライドされることにより、電子回路基板５０２が
シャーシ板４上の所定位置に支持される。このとき、図５に示すように、第１支持部の凸
部４４が電子回路基板５０２に形成された透孔５１と係合し、電子回路基板５０２は所定
位置に位置決めされた状態で確実に支持される。
【００３４】
　そして、図６に示すように、バックカバー６を筐体１ａｂにねじ等で取り付けることで
、バックカバー６に一体形成された係止部材６１の係止部６２が電子回路基板５０１，５
０２の周縁５ｂに係止して、電子回路基板５０１，５０２が挿入時と逆方向にスライドす
ることが阻止されて、電子回路基板５０１，５０２が筐体１ａ内に確実に固定配置される
。
【００３５】
　このように、本実施形態では、各第１、第２支持部４１，４２が電子回路基板５，５０
１，５０２の表裏面をスライド可能に挟持することで表示パネル２と略平行に電子回路基
板５，５０１，５０２を支持するとともに、バックカバー６に設けられた係止部材６１が
、各第１、第２支持部４１，４２に支持された電子回路基板５，５０１，５０２の周縁５
ｂに係止することで電子回路基板５，５０１，５０２の挿入時と逆方向へのスライドを阻
止し、電子回路基板５，５０１，５０２を筐体１ａ内のシャーシ板４上に固定配置するこ
とができる。したがって、従来のようなガイドレール等を配設せずとも、しかも、ねじ等
を用いずに電子回路基板５，５０１，５０２を筐体１ａ内に表示パネル２に略平行に固定
配置することができ、簡素な構成で容易に電子回路基板５，５０１，５０２のシャーシ板
４への取り付け、取り外しを行なうことができ、薄型の液晶ディスプレイに好適である。
【００３６】
　また、係止部材６１がバックカバー６に一体形成されているため、部品点数を少なくす
ることができ、より簡素な構成で電子回路基板５，５０１，５０２を取り付けることがで
きる。
【００３７】
　また、各第１、第２支持部４１，４２より電子回路基板５，５０１，５０２を挟持する
際に、位置決め部４３により電子回路基板５，５０１，５０２を位置決めできるため、よ
り簡単に電子回路基板５，５０１，５０２の位置決め、および、シャーシ板４への取り付
け、取り外し作業を行なうことができる。
【００３８】
　また、シャーシ板４を切り起こして各第１、第２支持部４１，４２を形成するため、容
易に本発明における「基板支持手段」を構成することができるとともに、簡素な構成で容
易に電子回路基板５，５０１，５０２の取り付け、取り外しを行なうことができる。
【００３９】
　加えて、第１支持部４１の凸部４４と、電子回路基板５，５０１，５０２の透孔５１と
の係合により電子回路基板５，５０１，５０２を支持しているため、電子回路基板５，５
０１，５０２を確実に、しかも容易に所定の位置に配置することができる。
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【００４０】
　そして、電子回路基板５，５０１，５０２の裏面の第２支持部４２との接触部分には接
地ランド５２が形成され、第２支持部４２を介して接地されているため、電子回路基板５
，５０１，５０２を確実に接地することができる。
【００４１】
　また、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能であり、例えば、係止部材６
１の代わりにバックカバー６を筐体１ａに固定する際のねじを本発明の「係止手段」とし
て利用し、電子回路基板５，５０１，５０２のスライドを阻止するようにしてもよい。
【００４２】
　また、上記した実施形態では、電子回路基板５，５０１，５０２の周縁５ａを位置決め
部４３で係止して当該電子回路基板５，５０１，５０２の位置決めを行なったが、この位
置決め部４３を設けずに、電子回路基板５，５０１，５０２の両端５ａ，５ｂをバックカ
バー６に設けた本発明の「係止手段」で係止することにより位置決めも行ない、電子回路
基板５，５０１，５０２の挿入方向および該挿入方向の反対方向の両方向へのスライドを
阻止する構成としてもよい。
【００４３】
　また、上記した実施形態では、本発明の「係合部」としての凸部４４を第１支持部４１
に形成したが、これを第２支持部４２に形成してもよい。
【００４４】
　また、第１、第２支持部４１，４２の少なくとも一方の先端部を、電子回路基板５，５
０１，５０２に向けて付勢力が働くように、例えば、第１支持部４１の略Ｌ字形状の折り
曲げ部分をわずかに鋭角に、または、第２支持部４２の略Ｌ字形状の折り曲げ部をわずか
に鈍角となるように形成してもよい。このような構成とすれば、第１および第２支持部４
１，４２の少なくとも一方が電子回路基板５，５０１，５０２に向けて付勢されるため、
当該第１および第２支持部４１，４２が電子回路基板５，５０１，５０２を確実に挟持し
て支持することができる。なお、このような形状に限らず、両支持部４１，４２の少なく
とも一方の先端部に上記した付勢力が働くように、一部の材質を変えたり、その他の形状
に形成してもよい。
【００４５】
　また、上記した実施形態では、電子回路基板５，５０１，５０２のスライド方向として
左右方向にスライドする例を挙げて説明したが、電子回路基板５，５０１，５０２を上下
方向にスライドするように第１、第２支持部４１，４２を構成してもよい。また、第１、
第２支持部４１，４２の形状は上記した形状に限られず、両支持部４１，４２によって電
子回路基板５を確実に挟持できる形状であればどのような形状であってもよい。例えば、
左右方向、または上下方向に長い形状に両支持部４１，４２を形成してもよい。
【００４６】
　また、上記した実施形態では、液晶ディスプレイ装置１を例に挙げて説明したが、薄型
表示装置としては、プラズマディスプレイパネル等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係る薄型表示装置の一実施形態たる液晶ディスプレイ装置の外観形状を
示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は斜視図である。
【図２】同上、内部に配設されたシャーシを示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は背面図、（
ｃ）は左側面図を示す図である。
【図３】同上、バックカバーを示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は左側面
図を示す図である。
【図４】同上、筐体からバックカバーを取り外した状態の背面側からみた斜視図である。
【図５】同上、シャーシに回路基板が取り付けられた状態の要部拡大図である。
【図６】同上、シャーシに回路基板が取り付けられた状態の切断平面図である。
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【符号の説明】
【００４８】
　１　液晶ディスプレイ装置
　２　表示パネル
　４　シャーシ板
　４１　第１支持部
　４２　第２支持部
　４３　位置決め部
　４４　凸部（係合部）
　５，５０１，５０２　電子回路基板
　５１　透孔（被係合部）
　５ａ，５ｂ　周縁
　６　バックカバー
　６１　係止部材（係止手段）

【図１】 【図２】



(9) JP 2008-76854 A 2008.4.3

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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